
令和６年度 藤沢清流高等学校 不祥事ゼロプログラム 

  

 藤沢清流高等学校は、不祥事の発生をゼロにすることを目的として、次のとおり令和６年度不

祥事ゼロプログラムを定める。 

  

１ 実施責任者 

  藤沢清流高等学校不祥事ゼロプログラムの実施責任者は校長とし、副校長・教頭及び事務長

がこれを補佐する。また、総括教諭は本プログラムの実施にあたり、校長、副校長、教頭及び

事務長を補佐する。不祥事防止を常に意識すべく、職員打合せ、各種会議を活用し、に係るグ

ループでの検討や事故・不祥事防止の研修を実施する。 

  

２ 課題、目標及び行動計画 

(1)  法令遵守意識の向上（法令の遵守、服務規律の徹底） 

 【目標】公務員としての自覚と使命感を持ち、法令順守及び服務規律の徹底を図る。 

 【行動計画】①原則毎月１回、定例職員会議の後に事故防止研修を開催する。特に夏季休業期

間中等、管理が行き届きにくい時期に実施。 

②職員啓発資料等で不祥事の事例や守るべき義務を確認する。 

③職員行動指針の周知・徹底を図る。 

(2)  職場のハラスメント（パワハラ、セクハラ、マタハラ等）の防止 

 【目標】職場でのハラスメント行為を防止し、県民からの信頼に応える健全な学校環境をつく

る。 

 【行動計画】①不祥事防止研修を通じて意識啓発や未然防止に努める。 

②管理職は職員に対し、個別面談での聞き取りを丁寧に行う。 

(3)  生徒に対するわいせつ、セクハラ行為の防止 

 【目標】生徒へのわいせつ、セクハラ行為を決して起こさず、学校に対する信頼を確保する。 

 【行動計画】①校内人権教育研修などを活用し、高い人権感覚の保持を図る。 

②職員と生徒との連絡は、教育委員会が提供するアカウントを用いたクラウドサ

ービスにより行い、その他の SNSの利用を禁止する。 

③紀要保持等の具体的な事例を活用しリアルな情報を提供することで実感を持た

せる。 

(4)  体罰、不適切な指導の防止 

 【目標】生徒への体罰、不適切指導を決して起こさず、学校に対する信頼を確保する。 

 【行動計画】①生徒の人権に関する研修会を実施し、不適切な指導を防止する。 

       ②生徒が気軽に相談できるよう、相談体制を整備する。 

(5)  入学者選抜、成績処理及び進路関係書類の作成及び取扱いに係る事故防止 

【目標】ミスは起こりうる、誤りはあるとの前提に立ち、ミスを発見しやすい環境づくりとチ

ェック体制の整備に努め、事故を未然に防止する。 

 【行動計画】①入学者選抜では変更点を綿密に検討し、業務を立案する。 

       ②県から提示されているマニュアルの活用とともに、校内のマニュアル作成を目

指す。 

       ②適切・公正な入学者選抜業務を行うため、事前研修を充実させる。 

       ③事故防止研修を通じて、調査書、推薦書等の作成・発行についての注意点やス



ケジュールを職員に周知徹底する。 

       ④調査書点検を全職員で行い、誤りを防止する。 

       ⑤事故防止研修を通じて、ミスが起きにくい作問や試験問題作チェックリストの

活用などについて徹底を図る。 

⑥成績処理の点検確認は他教科を交えて複数回実施する。 

(6)  個人情報等の管理・情報セキュリティ対策 

 【目標】個人情報の流出を防ぎ、情報セキュリティを保持する。 

  【行動計画】①ＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体を適切に管理し、携帯電話番号、電子メール

アドレスなど個人情報の収集や外部持ち出しの適切な取扱いを徹底する。 

②個人情報のデータの扱いを徹底し、事故を防止する。 

(7)  交通事故防止、酒酔い・酒気帯び運転防止、交通法規の遵守 

 【目標】交通事故を起こさないよう細心の注意をもって運転する、飲酒しての運転は絶対に

行わないという強い意識を持つ。 

  【行動計画】①事故防止研修を通じて交通安全、酒酔い・酒気帯び運転防止に関する啓発を

図る。 

②職員がお互いに注意し合えるような職場づくりを目指す。 

(8)  会計事務の適正執行 

  【目標】規則に基づいた適正な会計処理及び財産管理を徹底する。 

  【行動計画】①事故防止研修を通じて全職員が会計処理について理解を深める。 

②私費会計の中間監査を行い、適正な執行に努める。 

③備品や施設設備の適正な管理を行う。 

 

３ 検証 

(1)   中間検証 

２に規定する行動計画について、令和６年 10月までに中間検証を実施する。実施状況を確

認し、未実施があった場合は、令和５年 12月末までに補完措置を講ずる。また、各目標の達

成に向けて行動計画を修正する必要がある場合は、必要な修正を行う。 

(2) 最終検証 

２に規定する行動計画について、令和７年３月に実施状況を確認するとともに、各目標達

成についての自己評価を行う。自己評価の結果、課題を整理し、新たな目標設定や目標の修

正に反映させ、次年度における藤沢清流高等学校不祥事ゼロプログラムを策定する。 

   

４ 実施結果 

３の(2)に係る検証結果を踏まえ、「実施結果」を取りまとめのうえ、藤沢清流高等学校ホー

ムページに公表する。 

 

 

５ 事務局 

プログラムの策定及び実行については、不祥事防止会議がこれを行う。 


